
報告第１号 

専決処分事項報告について 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定に基づき別紙のとおり

専決処分したので、同法同条第２項の規定により報告する。 

令 和 ７ 年 ３ 月 ４ 日 提 出  

三宅町長  森 田 浩 司  





三政推第１９０号 

令和６年度三宅町一般会計第８回補正予算に関する専決処分書 

  令和６年度三宅町一般会計第８回補正予算は、住民税非課税世帯等支援給付金事業に要する経費の

予算措置について、特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認

められるため、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により専決処分する。 

                               令 和 ７ 年 １ 月 ６ 日 

                               三宅町長 森 田 浩 司 





令和６年度

三宅町一般会計

第８回補正予算書





令和６年度三宅町一般会計第８回補正予算 

 令和６年度の三宅町一般会計の補正予算は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ３５，２４０千円を増額し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ５，０２１，８８７千円とする。 

２ 歳入歳出の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正予算後の歳入歳

出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

令 和 ７ 年 １ 月 ６ 日 専 決 

三宅町長  森 田 浩 司 
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14 555,987 35,240 591,227

2 国庫補助金 309,516 35,240 344,756

4,986,647 35,240 5,021,887

計

 千円  千円  千円

国庫支出金

歳　　入　　合　　計

第１表　　歳入歳出予算補正

歳　　入

款 項 補正前の額 補　正　額
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3 1,503,592 35,240 1,538,832

1 社会福祉費 970,104 35,240 1,005,344

4,986,647 35,240 5,021,887

 千円  千円  千円

民生費

歳　　出　　合　　計

歳　　出

款 項 補正前の額 補　正　額 計
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１　総　　括

（歳　　入）

14 国庫支出金 555,987 35,240 591,227

4,986,647 35,240 5,021,887歳　　入　　合　　計

歳入歳出補正予算事項別明細書

款 補正前の額 補　正　額 計

 千円  千円  千円
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